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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 足立区成年後見制度審査会（令和６年度第３回） 

事 務 局 足立区福祉部高齢者施策推進室医療介護連携課権利擁護推進係 

開催年月日 令和７年 ２月１９日（水） 

開 催 時 間 １４時２４分 開会 ～ １６時３５分 閉会 

開 催 場 所 足立区生涯学習センター 

出 席 者 

（委員） 

八杖会長、矢頭副会長、大輪委員、髙木委員 

（職員） 

医療介護連携課：瀬崎課長、石河高齢援護第一係長、 

菊地高齢援護第二係長、笠尾権利擁護推進係長 

障がい福祉課：佐々木障がい施策推進担当係長 

障がい援護課：早川課長、和田基幹相談・権利擁護係長、 

村滝基幹相談・権利擁護係主任 

障がい福祉センター：山本所長 

生活支援推進課：小林適正化推進係主査 

社会福祉協議会：髙橋福祉事業部長、結城地域福祉部長、 

平権利擁護センターあだち課長、 

山本基幹地域包括支援センター課長 

欠 席 者 

福祉管理課：近藤課長 

西部福祉課：飯塚課長 

衛生部中央本町地域・保健総合支援課：秦課長、田中精神保健担当係長 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 
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（審議経過） 

○瀬崎医療介護連携課長 それでは、定刻前

ですけれども、皆様方全員おそろいというこ

とで、ただいまから令和６年度第３回足立区

成年後見制度審査会を開会します。本日はお

忙しい中お集まりいただきましてありがと

うございます。 

 事務局、医療介護連携課長の瀬崎でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 お手元にホチキス留めの資料を御用意さ

せていただいております。次第に名簿、席次

表がありまして、５枚目以降から資料１－１

ということでつづってありますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、議事のほうに入っていきたい

と思いますが、まず、本日の出席委員数を

御報告します。定数４名のところ、全員出

席ですので、条例第６条第２項に基づきま

して、本日の審査会が成立していることを

報告します。 

 なお、議事録作成のため、本日の質疑は録

音させていただきます。御了承ください。ま

た、御発言の際には、最初にお名前を述べて

から御発言のほど、よろしくお願いします。 

 これ以降の進行につきましては、八杖会

長にお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

○八杖会長 皆さん、こんにちは。 

 令和６年度最後の審査会を開始したいと

思います。 

 ちょうど今、成年後見制度の見直しの作業

が始まって随分経ちましたけれども、内容的

には当初予定されていたとおり、終わること

ができるような、少し小さな後見になる方向

で検討が進められているようです。大体議論

は何周かして、そろそろ要綱案ということで、

案が法務省から示されて、それについて検討

するような段階に今来ているというふうに

聞いております。 

 ですので、みんなどんな制度になるのかな

と心配なところもあるとは思いますけれど

も、ただ、もともと見直しの前に出ていた第

２期成年後見利用促進基本計画という国の

計画がありますけれども、そこで成年後見制

度だけではなくて、権利擁護支援を一体的に

進めていこうということがうたわれており

ましたので、足立区もそういう状況で今進め

ていると思いますし、あまり、大きく変わっ

たから大変なことになるということではな

くて、今あることをしっかり進めていくこと

がきっと新しい見直しがされた後も使える

足立区の体制になると思いますので、自信を

持って皆さん進めていただければというふ

うに思います。 

 ただ、今あるものをというふうに申し上げ

ましたけれども、ポイントになりそうなとこ

ろは、１つは意思決定支援です。意思決定支

援は特に見直しの後も非常に重要なことに

なってくると思いますし、あとは中核機関が

権利擁護支援を一体的に進めていく中心と

なる機関ということになると思いますから、

そこをいかに充実させていくかというとこ

ろ、地域連携ネットワークも含めて、その辺

りが大切になってくると思いますので、その

点、ポイントを考えながら進めていっていた

だければというふうに思っております。 

 あと、今日は後半に区民後見人の方の選任

についての議論もございますので、皆さん、

進行に御協力をお願いしたいと思います。 

 では、次第に従いまして議事を進めますが、

議題１、令和６年度成年後見制度（区長申立）

の利用状況について、事務局から御説明をお

願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。よろしくお願いします。 
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 資料は１－１という横版の資料を御覧い

ただきますよう、お願いいたします。 

 こちらは、毎回この場で御報告をさせてい

ただいております数字になります。前回の審

議会では上半期の合計までの数字をお出し

していたと思います。今回は、１２月末まで

の数字をまとめた表となっております。 

 高齢のほうから順に御覧いただきますと、

年合計で見ると６３、４９、７３、７５件と

来ていて、今、現段階の数字が５６件という

形になっております。 

 ２番目、知的障がい者については９、７、

１３、７件、それから１２件という形です。 

 精神障がい者については２、２、３、２件、

３という形で、合計数で見ますと、７４、５

８、８９、８４、７１件ということで、これ

が残り３か月を残した数字となっておりま

す。年合計は、この段階で７１件となってい

ますので、この数字からもおおよそ年度末ま

でには前年度と同程度、あるいはそれより多

いという数字が出ることが想定されており

ます。 

 私のほうで、今年度末の数字をざっくりと

速報値という形で確認してまいりました。こ

ちらのほうはまだ確定しておりませんので、

口頭で申し上げます。 

 高齢者については、１月の数字が４件、２

月が５件、３月はまだ開催していないのです

が、前段の困難事例検討会にかかる見込みの

数として先ほど確認したところによると、直

近の数字がここは７件という形になります。

そうしますと、ここの下半期計の推計値が３

４件という数でございます。それで年合計の

推計値が７２件となりますので、これで見ま

すと、高齢者につきましては、およそ前年度

と同じくらいの数字となることを想定して

います。 

 同じく知的障がい者につきましては、１月

の直近の推計値が３件で、２月も３件、３月

が０件を想定しておりまして、これを踏まえ

ますと、下半期の合計が１１件です。年合計

が１８件ということになりまして、知的障が

いのほうは、ここに載っております集計に基

づきますと、過去最高の１８件となることが

想定されています。 

 精神障がい者につきましても、同じように

１月の速報値が１件、２月も１件、３月が０

件となっていまして、これを踏まえまして下

半期計が３件、年合計が５件となりまして、

精神障がい者のほうもこの統計上、過去最高

の数字となっております。 

 以上の結果から、合計につきましては１月

が８件、２月が９件、３月が７件、下半期計

が４８件で、年合計が９５件となります。年

合計が９０件台というのも、この統計上初と

なるような大きな数字でございます。 

 今申し上げたとおりに、こちらに記載して

いる数字については高止まりよりもさらに

少し伸びてきているという状況になってき

ております。しかしながら、ここの統計上の

特徴をあえて申し上げますと、生活保護の数

字の合計数で見ますと、昨年が２２件、その

前も２２件だったのですけれども、この表上

は１０件となっていて、今、私が口頭で申し

上げた速報値を加味してもここは１３件と

いう形になります。そういうことで、去年よ

りも９件ほど少ないという数になっており

ます。生保の数はほとんどが高齢の案件です

ので、高齢の案件で生保から上がってくるも

のが９件ほど減ったということになります

が、トータル的にはマイナス３でしかないの

で、生保以外の案件の数が伸びているという

ことになります。 

 それから、もう１つ注目していただきたい

のが虐待に関する件数です。この表上をもっ

てしても合計数が１４件という形になって
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いますけれども、さらに私の口頭で説明した

推計値を足すと、ここは１９件という形にな

って、こちらも虐待の数としては前年度の３

倍近い数字となっています。その上は、この

内訳です。虐待の内訳としてはセルフネグレ

クトと経済的虐待によるものがほとんどと

いう状態になっております。 

 若干の数字の出し入れはありますけれど

も、全体的な傾向としてはざっくりとこうい

う傾向が見てとれるということを御説明申

し上げます。 

 続いて１枚おめくりいただいて、こちらが

発見のきっかけという表になっています。こ

ちらのほうも毎回示させていただいている

内訳になります。こちらは速報値を加味して

いませんので、１２月末までの数字となって

おりますので、全体の母数が７１件という数

の中でのデータになっております。 

 こちらで見まして、過去５年度分、今年度

の途中までになりますけれども、大体傾向と

しては安定してきている感じています。この

６年度の最新の表で見ましても、多いパーセ

ンテージで占めているのが介護・障がい施設

の２１.１％、その次に地域包括支援センタ

ーの１８.３％、それからケアマネジャーの

１４.１％というところになっております。 

 介護・障がい施設の数が今回、割合が増え

ているのは先ほど御説明申し上げたとおり、

知的障がい者の数が伸びたということも原

因の１つであると推測されております。それ

と、これも毎回の説明になりますけれども、

地域包括支援センターとケアマネジャーは

ほぼ同じ土俵で仕事をしていらっしゃいま

すので、その中の入れ繰りが変化するという

だけで、この両者を足すと、ずっと経年を見

てきても、全体の占める割合がそう変わらな

いという形になります。ですから、施設とケ

アマネジャー、包括が安定して発見のきっか

けとなっているということです。そういう状

態が引き続き見てとれているという状態で

す。 

 議題の１については以上となります。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 こうやってエビデンスが出てくると、いろ

いろ状況が把握しやすくなると思いますが、

今御報告いただいた首長申立の３月までの

予定件数を含めた内容ときっかけのところ

で委員の先生方から御質問や御意見があっ

たらお願いしたいと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○矢頭副会長 司法書士の矢頭です。 

 ただいまの御報告の中で知的障がい者の

数字が増えているということでありますが、

それも施設絡みということで、今まで足立区

でそういった取組をされてきた効果が出て

きたのかなと思うのですけれども、今、御報

告いただいたこの数字というのは、この区長

申立の審査会ということですので、そうする

と、当然、親族に申立をしていただけるよう

な方がいらっしゃらない案件ということだ

と思うのですが、そういった方々については

申立につながっていくというのは、もちろん

その必要に応じてだと思いますけれども、問

題は親族の方がいらっしゃって、今までの取

組が申立につながっているのかどうか、今数

字としては出てきていないと思いますが、肌

感覚としてそこも増えつつあるのかどうか

というのをお感じになっているかどうか、も

しお分かりでしたら教えていただければと

思います。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。 

 障がい者の施設のお話、冒頭で言われまし

たけれども、そちらのほうは矢頭先生の御協

力もあっての成果だと認識しております。矢

頭先生が施設でしばしば講演会や講座で御
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説明いただくという御協力を得て、それを踏

まえてのこの数字の成果だというふうに御

判断していただければと考えています。 

 それと、成年後見制度、区長申立に限らず、

ほかの分も含めての話になりますけれども、

私どもの電話窓口の相談件数が最近増えて

きています。その中身が、やはり成年後見制

度、今までは具体的に何かに困ってこれを解

決したいという御相談が多かったと思うの

ですけれども、最近は、何かよく分からない

ので成年後見制度の話が聞きたいという御

相談が増えています。ですから、中にはあり

がちな勘違いですけれども、寝たきりになっ

てしまったので、頭はしっかりしているけれ

ども、お金を下ろしてくれる後見人をつけた

いといったような話も含めまして、後見制度

というもの自体が周知されつつあるのでは

ないかと感じています。じぶんノートをはじ

めとして様々なＰＲ活動も続けてきていま

すので、そういうもので成年後見制度という

名前を聞き及んだ方からの問合せが増えて

いるのではないかと私としては自負してお

ります。 

 ですから、引き続きこういうＰＲ活動、今

度江北へ場所が変わるということも含めて、

また新たな立ち上げのイベントなどの機会

も通じて、さらにこの成年後見制度について

も周知をしていきたい。もちろん、それと併

せて今度は権利擁護推進係と権利擁護セン

ターも同じ場所に入りますので、協力してい

ろいろ成年後見制度の利用促進に向けて努

力していきたいと考えています。 

 以上です。 

○八杖会長 どうしますか。 

○矢頭副会長 もしかしたら、和田さんや平

さんの中でどうお感じになっていらっしゃ

るか。 

○和田基幹相談・権利擁護係長 障がい援護

課基幹相談・権利擁護係の和田でございます。

よろしくお願いいたします。 

 知的障がいの分野での親族申立の状況に

ついて、取組の中で法人から後見制度が必要

だと思われるモデルケースとして上がった

方の中では、昨年度のケースで申立予定が１

名でしたが、今、そちらは進んでいない状況

です。次に、どんな形で取り組むか継続支援

中です。今年度は、あいのわ福祉会に前回に

報告しましたとおり、モデルケース６名を挙

げていただいているのですが、こちらはいず

れも親族申立の想定がないケースでして、現

在、区長申立等で取り組んでいるところが主

となっています。 

法人に投げかけた中で施設入所の方より

も、「在宅で生活している比較的軽度の方で

キーパーソンがいないから課題を感じてい

る」という方の御相談が多かったです。 

 この取組の中で事業所の方にも後見制度

に興味を持っていただいて、家族会や、事業

所からの出張講座への問合せもいただくよ

うになっていまして、その辺りについては権

利擁護センターでどんな実感があるかをお

尋ねできればと思います。 

○平権利擁護センターあだち課長 権利擁

護センターあだちの平です。 

 障がいの方や、御家族からの申立の相談と

いうのは、まだ統計の数については年度末で

まとめようと思っているところなのですけ

れども、肌感覚で言うと、一定数入っては来

ていると考えております。ただ、御家族から

のところで申しますと、制度について関心は

あるけれども、実際申立までつながるかとい

うと、どちらかというと、情報としての提供

で終わることが多いのではと思っています。 

 ただ、申立で実際、中には兄弟からの搾取

とか、引っ越しをしなければいけないとか、

何らかの理由で後見制度が必要になったと
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いう方に関しては、関係者との関係性づくり

から権利のほうでも関わらせていただいて

いて、やはり高齢と違ってかなり時間がかか

るのですけれども、申立に実際つなげていっ

ているという感覚はございます。 

○八杖会長 ありがとうございます。よろし

いですか。 

○矢頭副会長 はい。 

○八杖会長 ほか、いかがですか。 

 では、私から１点ですが、生保の関係で、

件数が多い少ないというのはあると思いま

すけれども、割合的にかなり今回少なくなっ

たという大きな動きがあったように思えた

のですが、その原因のようなものが分析され

ていたら、お伝えいただきたいと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。 

 私たちのほうとしては、生活保護受給者で

あっても、成年後見制度の利用が必要である

という状況にある方の数が変化していると

いうふうには考えていません。 

 ですから、その方がほかの支援で後見人を

つけなくても生活が成り立っていると認識

しているということと、あとは過去、件数が

多かったときというのは、さほど緊急性のな

いものも一定数含まれていたのではないか

と考えています。 

 それと、昨年の５月から新しいマニュアル

に従ってやっていますけれども、その際に改

めて生活保護受給者に関する区長申立に関

する認識の共有化を新たにしたということ

によって、ケースワーカーのほうの認識と

我々の認識が少し合ってきたということと、

あとは、やはり新しいマニュアルが、中身は

そんなに変わっていないと思うのですけれ

ども、周知されたことによって、若干ハード

ルが上がったような印象をお持ちの方もあ

るいはいらっしゃるのかなと思います。生活

保護の担当のほうから、もしかするとほかに

気づいた点があるかもしれません。 

○小林適正化推進係主査 生活支援推進課

の小林と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 笠尾係長がおっしゃったように、昨年の５

月に生活保護受給者の方向けの成年後見制

度の利用支援プログラムということで、そち

らのほうの改正を行いました。その中でも特

に影響したかなと考えられる点としまして

は、累積による保護廃止のための後見制度の

利用というところについて少し制限といい

ますか、見直しましょうということで、変え

させてもらいました。 

 どういうことかと言いますと、生活保護受

給者の方が介護施設に入所されますと、生活

保護の基準が下がります。それに伴って年金

収入のある方については、収入のほうが多く

なってしまう状況になりまして、お金がたま

っていくことになります。本来、そこで生活

保護の廃止になるところではあるのですが、

その施設の状況であったりとか、本人の状況

によってすぐに廃止することができない場

合もございますので、そういったときにその

ままお金がたまっていってしまいまして、大

きな金額になってしまうということがまれ

にあります。その中で生活保護の廃止のため

に後見人をつけることで施設のほうも保護

の廃止でいいですよとなりますので、そうい

ったところで後見人をつけるというような

流れがあります。ただ、実際、年金収入は少

ないけれども累積金がたまって廃止になっ

た後に、お金がまたどんどん目減りしていっ

て、生活保護に戻ってくるという方も中には

いらっしゃいます。その期間が結構短い方も

いらっしゃいますので、そうなると、後見人

は、もう要りませんというわけにはいきませ
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んので、すごくもったいないことでもありま

す。 

 ですので、そこについてはしっかりとまず

累積金を減らしていくという方向にシフト

しましょうということで、所内で共有しまし

た。ですので、区長申立の件数が減ってきた

のかなと感じております。 

 あとは、プログラムの中身が変わって、若

干取りかかりづらいところもあるのかもし

れないのですが、福祉事務所内で研修等々行

いまして、こういうふうに活用していけば、

やりやすいですよというお話もさせてもら

っているので、徐々に浸透してきたら、また

申立件数が増えてくる可能性もあるのかな

と考えております。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。やはり

どの自治体でも生保利用者の方々の成年後

見というのが課題になっているようですか

ら、ほかの自治体と意見交換してみていただ

くと、もう少し違ったものが見えてきたりす

るかと思いましたので、一つ情報提供してお

きます。 

 では、ほかよろしいですか。 

 次の議題に進んでもよろしいでしょうか。 

 では、次の議題に進めさせていただきます。 

 ２つ目です。ケアマネジャー向けの研修に

おけるアンケート結果について御報告をお

願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。資料のほうは資料２を御覧くだ

さい。 

 こちらのケアマネジャー向け研修という

のは、成年後見制度の周知とあとはケアマネ

ジャーというのが被後見人に大きく関わっ

ている支援者でありますので、そのケアマネ

ジャーに対する成年後見制度の理解を深め

たり、あとは後見人とケアマネジャーのより

よいコミュニケーションができるようにと

いうことで毎年実施している研修になって

います。 

 最近は動画配信による研修になっており

まして、参加人数の制限はなくなっています。

こちらの表にまとめた数というのはあくま

でも居宅介護支援事業者及びそこに属して

いるケアマネジャーという方の数が示して

ありまして、それ以外で参加している方につ

いてはこの表の中の数字には含まれており

ません。 

 ケアマネジャーの数で言いますと、令和４

年度から９８、１４８、９２人ということで、

若干今年は数が減ったという形になってい

ます。皆さん興味があると思うのですけれど

も、一度受けた方が受けていないとかという

方もいらっしゃると思いますので、この数が

減ったことに何か特段の事情があるという

ことではないと考えています。 

 その中で、成年後見制度の申立に関わった

ことがある方の割合としては、これについて

は令和４年の３６.７％から令和５年には５

６.１％、それから今年は５６.５％というこ

とで、昨年からほぼ変化はなく、半数以上が

成年後見制度の申立に関わったことがある

という結果が出ています。 

 それから、その関わったことがあるケアマ

ネジャーの中で、本人情報シートというもの、

こちらは、より適正な診断結果が出せるよう

に、診断書を書いていただく際に病院に提出

したり、あるいは裁判所に提出する書類にな

っています。こちらのほうの書いてある割合

については、令和４年から４４.４％、昨年

が４３.４％ということで、今年度が６３.

５％ということで、かなりパーセンテージが

増えています。こちらは昨年度の途中から、

足立区としては、関係者に書いていただける
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ようお願いしていることが、数字が伸びた原

因になっていると考えています。 

 それから、金銭管理を行ったことがある方

につきましては４３.４％、今年が３６.５％

ということで、３分の１以上は、申立するま

でに関わったことがあるという結果になっ

ております。 

 それから、実際に被成年後見人等、担当し

ている方については、初回の令和４年度が多

かったのですけれども、昨年度と今年度につ

いてはおよそ２０％程度という形で、大きな

変化は見られておりません。 

 最後には、被成年後見人の件数ですけれど

も、こちらはその都度変わるものでございま

すので、今年は数字が３２件ということで、

結果としては減っておりますけれども、これ

も何かに影響されて減っているということ

ではなく、あくまでもこの研修に参加した方

が担当しているケースがたまたま少なかっ

たということではないかと考えています。 

 なお、今回の研修につきましては、従来だ

と基本的には居宅介護支援事業者に呼びか

けて御参加いただいているのですが、今年か

らは施設系のケアマネジャーにも参加して

もらったほうがいいのではないかというこ

とで呼びかけたところ、施設系からも５０人

ぐらい参加者がありました。そういうことで、

施設系のケアマネジャーや相談員も制度の

こと自体についてはかなり興味があるとい

うふうに判断されましたので、来年度以降も

引き続き、広く呼びかけてやっていきたいと

考えています。 

 その下には、金銭管理を行ったケースで対

応に困った主な出来事や、あとは成年後見制

度に関する疑問点を抜粋になりますけれど

も、お載せしております。金銭管理で困った

ケースとしては、生活保護受給者の場合は、

保護費の管理も一緒にケアマネジャーがや

ることになるというのはどうなのかという

ような御意見があったり、あとは本来はケア

マネジャーの業務ではないと思うけれども、

行わないと、生活が成り立たないので行わざ

るを得ないという御意見、単に一言で金銭管

理と言いますけれども、実際にはお金を取っ

た、取られないという話に発展する可能性が

ありますので、やる前にいろいろな取決めと

か、挙証資料の作成、あとはレシートをつけ

たり貼ったりというのは非常に付随する手

間がかかりますというような生の声があり

ました。あとは、結局は毎月立会いをしない

と、お金が下ろせなかったりということがあ

りますので、こちらのほうの業務に追われて、

本来業務に支障を来していますというよう

な御意見がありました。 

 それから、制度自体に対する疑問としては、

この人は今のところ大丈夫だけれども、この

先は後見が必要になるのではないかと予見

される人へのアプローチの仕方が分からな

いとか、あとは話をしても本人から、そんな

のはまだ大丈夫だと言われてしまうと、それ

以上話を持っていかれないというようなこ

ととか、今、保佐類型だけれども、どうもそ

れ以上ではないかという場合は、どういう形

で切替えが行われるのか分からないという

疑問、あとは実際後見人がついていますけれ

ども、被害妄想のためにこの人を代えたいと

いう訴えをずっと聞かされるとか、そもそも

今、先ほども話題になりましたけれども、生

活保護受給者で身寄りがない方の後見制度

の利用についてはどうなっていますかとい

うような疑問ですとか、あとは権利擁護セン

ターを通じて相談すると、選任に半年ぐらい

かかってしまうので困りますというような

こと、申請に至るまでの過程とか、費用など

が分からないので、もう少し知りたいという

ようなお話とか、地権事業というのがもっと
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利用できないのですかというようなお話、ケ

アマネジャーがどこまで申立に対して支援

をすべきなのか。包括や権利擁護センターに

単純に回すだけでは駄目なのかというよう

な御意見、あとは認知症診断の受診が難しく、

診断書を書いてもらえないということ。あと

は、診断書に関する疑問としては、これは精

神科でないと駄目なのですかというような

疑問とか、そういうような疑問がたくさん出

されていました。 

 ケアマネジャー向け研修のアンケートの

結果については以上になります。 

○八杖会長 ありがとうございます。これだ

け疑問点が出されているので、これに回答し

てあげたいなというような気もしますけれ

ども、今後この疑問に対して次年度以降回答

していくみたいなことは予定されているの

ですか。 

○笠尾権利擁護推進係長 基本的には個別

のものについては恐らく聞いて答えている

と思います。 

○八杖会長 そうなんですか。 

○笠尾権利擁護推進係長 そうでないもの

については、翌年度以降の研修の際にまた御

案内することになると思います。 

○八杖会長 オンライン研修になっている

から、質問などはどうやって答えているのか

なと思ったのですけれども、後日回答みたい

な感じになっていますか。 

○平権利擁護センターあだち課長 オンラ

インなので、感想もＧｏｏｇｌｅフォームで

受け付けている感じです。特別お電話等で質

問があった方に関しては答えるのですけれ

ども、そうでない方については、次年度も毎

年このケアマネジャー向け研修をやってい

るので、このような質問が出たということを

踏まえた上で先生のほうにお話をお願いし

ている状況なのと、あとは私たちのほうから

ビデオの後半に成年後見制度だけでなく、地

権や、権利擁護センターからの御案内という

ところでお話を必ず入れています。そういう

ところで少しずつ触れていくような、そうい

った流れで動画作成しています。 

○八杖会長 ありがとうございました。皆さ

んにまだ質問を伺う前に私が聞いてしまい

ましたが、御質問とか御意見がありましたら、

委員の先生方、お願いしたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。疑問点のところがなかな

か宝の山のような気もしましたので、ぜひこ

こに何かしらの回答ができるような、次年度

研修でということももちろんですけれども、

仕組みづくりや体制のところも気をつけて

やっていただくとよろしいのかなと思いま

した。 

 では、次に参りましょう。議題の３番、じ

ぶんノートを活用した老い支度講座の開催

状況について、こちらの御説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。 

 じぶんノートについては、意思決定支援の

ツールとして区として使っていくという方

針が出されている関係もありまして、これを

使った老い支度支援講座を今年度から各地

域包括センターで最低１回は開催してくだ

さいということで、今年度からお願いしてい

るものでございます。 

 基本的に地域包括の教室というのは、ほと

んど１２月までに実施することになってい

ますので、今回がほぼこれで出そろったとい

う形になっています。１センターだけ１月と

いうのがありますけれども、ほぼこれで終了

かと思います。 

 この結果、総トータル数では３３回、２５

か所で３３回ですので、一部のセンターは２
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回、３回開催しているという実績になってお

ります。それから、そのときの総参加人数は

４９５人ということになりました。これが多

いか少ないかというような感想はまちまち

だと思いますけれども、少なくとも約５００

人はこの老い支度講座としてじぶんノート

を活用したという実績になり、その中にはも

ちろん成年後見の話というのは出ています

ので、１年で５００人ということは１０年た

てば５,０００人ということになりますので、

これは地道に続けていくことに意義がある

というふうに考えています。 

 ちなみに、じぶんノートの配布数につきま

しては、初年度に９,０００部配布させてい

ただきました。大体２年度目は数が大分落ち

るというふうに言われていますので、今年は

少し遠慮して７,０００部を発注したのです

けれども、現行でもう既に足りなくなりそう

な感じになっています。ですから、２年度目

もじぶんノートについては好調に配布がで

きているというふうに感じておりますので、

引き続き来年度以降も配布を通じて成年後

見制度の利用促進に少しでも寄与できれば

というふうに考えております。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 ただいま御報告がありましたじぶんノー

トの活用の講座の開催状況についての御報

告でしたけれども、御質問、御意見等があっ

たらお願いしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○髙木委員 千住公証役場の公証人の髙木

です。 

 基本的に年１回ということですが、複数回

やっているところというのは地域住民から

の要望なのでしょうか。それとも、担当のと

ころの積極的な行動なのでしょうか。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。 

 この老い支度の部門というのが、これまで、

なかなか区の評価がされにくい状況にあり

ました。 

 その中で、評価されなくても、この老い支

度に力を入れて、じぶんノートができる前か

らエンディングノートを使って老い支度講

座をやっているところもありました。そうい

うような以前から積極的に力を入れていた

センターについては、引き続きそれをやって

いますので、規定された１回にかかわらず、

定期的にやっているセンターもあります。あ

とは、じぶんノートが出たことで、これを使

って何かやってほしいというような要望が

地元から地域包括に直接入るという話も聞

いています。ですから、自治会とか、特定の

団体から説明してほしい、あるいは場合によ

っては出張してここに来てやってほしいみ

たいなところがありますので、開催の方法に

ついて、現状はまちまちになっています。 

 開催結果については全部報告書を取って

いますので、現在全て集まっている状態なの

で、それをまた分析して、よい取組について

は各センターに周知したり、あとはこちらの

ほうとしても開催の経過とか、その背景とか、

そういうのも勘案しながら、また来年度以降、

各センターでどういうふうに開催していく

のが望ましいのかを一緒に考えていきたい

と思います。 

 以上です。 

○八杖会長 よろしいですか。 

 ほか、御意見のある方はいらっしゃいます

か。 

 じぶんノート、身寄りのない方に非常に重

要だということが言われていまして、何かあ

ったときにこの方がどういうふうなことを

したいのか、どういう希望を持っていらっし

ゃるのかというのが関係者のほうでも共有
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できると、意思決定支援にも役に立つよねと

いうことは言われていると思います。ですか

ら、このじぶんノートをどんどん作成してい

ただく、広げていただくことが大切かと思い

ますけれども、これを自治体内でどういうふ

うに活用していくのかということも少しず

つ考えていらっしゃると思いますけれども、

それもきちんと取組にしていけるとよいの

かなという印象も持ちました。 

 今、医療機関も結局、同じように救急で運

ばれたときなどに、この方はどういう治療を

したらいいのかとか、どういったことを考え

ていらっしゃるのかという情報が欲しいと

いったことにかなり関心を持っていらっし

ゃるので、今後、医療機関と少し意見交換を

してみるとか、どういう活用ができるのかと

いうことを同時並行的に深めていただくと、

さらによいものになっていくのではないか

と思いましたので、何かその点についてもし

コメントがありましたら、いただきたいと思

いますし、なければそういった情報提供をさ

せていただいたということにしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○瀬崎医療介護連携課長 医療介護連携課

長の瀬崎です。 

 御意見、御助言、ありがとうございます。 

 医療介護連携というところで違う部署の

係がありまして、病院のＭＳＷとの交流会と

いうのを始めています。足立区内、地域包括

ケア病棟がある病院が１７病棟ありまして、

そこに入退院支援の方々がいらっしゃいま

すので、そういったところを今年度から取り

組み始めましたので、また改めて機会を持っ

てそういった取組状況も御報告したいなと

思っています。 

 ありがとうございました。 

○八杖会長 大輪さん、付け加えることはあ

りますか。 

○大輪委員 社会福祉士の大輪でございま

す。 

 このじぶんノート、救急隊、あと、救急車

で搬送されるときに、その方の治療方針が分

からないと、搬送先が決定できないというふ

うに言われたケースが私、何件かございまし

て、そういう意味では、このページを見てい

ただくと救急隊の方との連携にも非常に役

立つのではないかと思いましたので、連携先

をもう少し広げることもできるのかなと感

じました。 

 以上でございます。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 そうすると、救急隊の方が見つけられるよ

うな、運ぶときに一緒に持っていけるような、

そういった仕掛けが、ケアマネジャーやそう

いった方々と一緒にできるといいですね。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。何点か私のほうからもお話しさ

せていただきます。 

 まず、じぶんノートの取扱いについては、

実は昨日行われた行政職員向け研修で職員

にじぶんノートを配布しております。その上

で、私のほうからこのノートをどういうふう

に使っていただきたいのかということも含

めて、あと意思決定支援の話もあわせてさせ

ていただいています。 

 ですから、区としてはこれをただ単に区民

の方に使って書いていただくということだ

けではなくて、これを用いて区職員の認識を

改めていただくとか、あるいは介護サービス

提供事業者にとっても意思決定支援が大事

だとか、あとはそれを書いていただくための

協力を得るとかと、幅広く使っていただくよ

うに今後も取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

 また、医療情報に関しては、もう１つ、エ

ンディングノートと両肩を並べる存在とし
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てＡＣＰと、人生会議と言われるものがござ

います。こちらについて、じぶんノートの中

では簡単にキーワードということで御紹介

をさせていただいてはおります。ただ、ＡＣ

Ｐとじぶんノートの意思決定支援というの

は完全な別物というわけではなくて、ほとん

ど共通しているものです。多くの方は、全然

違うものではないかと感じていらっしゃる

と思います。ＡＣＰはもちろん医療的な情報

を医師にきちんと伝えて記録しておくとい

うものです。あとは、記録するだけではなく

てきちんとお話ししておいてくださいとい

うものになるのですけれども、その根底とな

るものは、やはり個人の意思決定支援の部分、

その人の人となりとか、どのような生き方を

望んでいるのかというのをそこから類推し

なければいけませんので、そういうものがベ

ースになっております。そういう意味では、

ＡＣＰというのはじぶんノートの延長線上

にある付加的なものであるというふうに考

えています。 

 そうした上で、来年度につきましては医療

介護連携一体となって江北に移るというこ

ともありますので、医療の部分との連携も強

化することによって、行く行くはＡＣＰの部

分についてももう少し踏み込んでいければ

いいのかなというふうに考えています。ＡＣ

Ｐについては医療系の大学でいろいろな研

究が進んでいますので、たまに声がかかって

一緒にこれをやってほしいとかということ、

あるいはいろいろなトランプ的なツールを

考えていたりすることもありますので、一部

の地域包括支援センターについては、そうい

うものも取り入れてこの老い支度講座をや

っているという報告を受けています。 

 ですから、来年度以降はそういう取組もい

いものについては他のセンターに広めたり、

場合によっては直接大学に話を聞くとか、あ

とは、江北に行けば協力してくれるかどうか

分かりませんけれども、近くに女子医大があ

りますので、そういうような話もできればい

いかなというふうに考えています。 

 あとは、救急情報については、救急医療情

報キットという、筒に入れて冷蔵庫に入れて

おくものを区として配布しています。じぶん

ノートの中には、もちろん医療情報を書くペ

ージがあるので、それを持っていっていただ

いてももちろん構わないのですが、その中に

さりげなく緊急医療情報キットの宣伝を交

ぜてあります。両方でいざという時に役に立

っていければいいかなと。キットのほうは冷

蔵庫に入れていただければ、救急隊の人は知

っていますから。あるいはじぶんノートも救

急隊に、と思いますが、もう少し周知しない

と駄目ですね。じぶんノートにも書いてあり

ますということで。そういう取組も、今お聞

きして必要なのかなと考えました。 

 それから、来年度のじぶんノートにつきま

しては、今現在編集の途中なのですけれども、

大きく変わる点としましては、今、予定され

ていることですけれども、１点としてはまず

ファクス番号を全部お載せすることにしま

した。これは障がい者団体や、お電話できな

い方への配慮が足りないということでお叱

りを受けましたので、こちらのほうは全面的

に電話番号が載っているところについては

漏れなくファクス番号を載せるということ

で今編集をしているところでございます。そ

れともう１点としては、昨今話題となってい

るデジタル遺産の関係について、一コーナー

を設けて書いていただくというようなこと、

そういう点が大きく変わった点であります

ので、こちらについても毎年こういう形で見

直しをしてタイムリーで廃れないじぶんノ

ートを発行していきたいというふうに考え

ています。 
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 以上です。 

○八杖会長 さっき開催状況の数字を聞い

ただけでは分からないようなことがたくさ

ん分かったので、とても嬉しく思いましたし、

また、次年度以降もいろいろな活用が考えら

れているというお話でしたので、大変楽しみ

に思っております。先ほどの救急医療キット、

これも医療機関でどんなふうに役立ってい

るのか、現場の声も聞いてみたいと思いまし

たので、双方でいろいろな連携する機関から

の情報もいただきながら、特に身寄りのない

方の対策として進めていただけるとよいよ

うに思いました。 

 大輪先生、よろしいですか。 

○大輪委員 ありがとうございます。 

○八杖会長 では、ほかに御意見がなければ、

次の議題に進みたいと思いますが、よろしい

でしょうか。次が４番です。成年後見制度利

用促進事業における課題と目標の進捗状況

について、そちらの御説明をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。 

 今回は時間がありますので、改めて全部説

明させていただいてもよろしいですか。 

○八杖会長 お願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 いつもは変更が

あったところだけということなのですけれ

ども、こちらのほう、右上に策定日というの

が書いてございますけれども、２０２２年１

１月９日に正式に策定に至ったということ

で、それからもう２年以上経過してございま

す。内容も少しずつ見直してはいるのですけ

れども、まだ十分なものというふうには考え

ておりません。引き続き取り組んでいくべき

ものだというふうに考えています。 

 いろいろ項目立てしてやっていますけれ

ども、毎回お知らせしているとおり、一番最

優先に考えているのは、その中のチーム支援

の問題というふうに、それは今も変わらず考

えております。少し長いですけれども、資料

４のほうの１から行くと、まず課題の一つと

しては地域連携ネットワーク。これがやはり

足りないのではないかということが策定当

時に考えられていたことです。これが全然な

いわけではないのですけれども、地域差があ

るとか、担当者の力量に差があるとか、あと

はどうしても高齢施策が中心になっていて、

障がい者のほうの連絡体制が不十分ではな

いかというようなこと、それからそもそも権

利擁護支援の正しい知識の共有が不足して

いるのではないかというような実情がある

と捉えての課題と目標の中にランクインし

たということでございます。 

 これについて対策案として出されている

のが研修・講座の開催ですとか、関係所管と

連携した勉強会の実施ということが当初考

えられていましたが、これについては既に実

現をしていて、今の段階としては、継続して

実施していきましょうと状況になっていま

す。 

 その次は、広報的な課題です。広報的な課

題としては、ざっくりとした案内や、詳細な

説明文書もあるのですけれども、費用のこと

とか、こういうところは駄目だよねというと

ころがあまり周知されていないということ

と、成年後見制度自体を直接区民に紹介する

ことに戸惑いを感じているということ。これ

は、あなたは成年後見制度を使ってください

と言うことがその人にとってとても失礼な

ことに当たるのではないかというような意

味合いで書いたものです。そういうものに対

する対策案として考えられていたのが、成年

後見制度自体のＰＲをしましょうとなって

いたものが、じぶんノートを使ってやること

に途中で切り替わったというものになって
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います。あとは、成年後見制度、足立区の場

合は申立費用助成、報酬費用助成がございま

すので、それの周知を強化していくほうがい

いのではないかということでチラシ、ホーム

ページ等で周知しました。 

 これについてはまた別の機会に御報告す

ると思いますけれども、助成の件数が非常に

伸びている。今年度についてはお金が既に不

足して、補正予算を組んでいるという状態に

なっています。 

 それから、小規模講座の開催。それから、

パンフレットの見直しということで、これに

ついては今回、移転のことも関係しています

ので、今現在、やっているという状況になっ

ています。ＰＲについては以上のような形で

今進んできています。 

 その次、３番で相談ということです。相談

については、全ての職員が相談窓口はここだ

よということが的確に御案内できていない

のではないかということとか、相談を受けた

担当者の力量により、判断に差が出てしまう

のではないのかとか、あとはどうしても制度

介入へのタイミングが遅れているのではな

いのかという課題が認識されたものでござ

います。これについての解決策ということに

ついても、これも途中からじぶんノートを活

用という形になっています。あとは、各相談

窓口の役割の再周知ということで、こちらに

ついては連絡先を全てじぶんノートの巻末

に載せています。ですから、対区民でなくて

も、対行政職員であっても、その裏に載って

いますということで、すぐに活用できるとい

う。現実的に実はこれ、私たち自身もよく使

っています。一覧で全部載っているので、こ

こを見れば、全部分かるということなので、

私自身も内線でかけるときは別ですけれど

も、ここだということで、よく使わせていた

だいています。あと、相談対応を受ける職員

に対する研修ということについては、権利擁

護センターが本当に一番経験を積んでいる

ということなので、行く行くは権利擁護セン

ターの職員から直接レクチャーをいただく

ような機会も得られないかということで構

想を練っているという段階でございます。 

 それから、次の課題としては区民後見人と

いうことで、区民後見人の課題としてはいっ

たん登録してしまうと、その後の教育的な研

修とか、直接的な勉強会とか、また新たな定

期チェックとか、そういうものはなく更新す

るというシステムになっているということ

ですとか、あとはその当時は受任対象者が結

構限られていたということでした。今は、状

況が変わってきていると思いますけれども、

当時はそういうような認識をされていまし

た。あとは、受任を希望されない方がある一

定数存在していますとか、それに関連して資

格の保持とか、そういうものに関する規定が

整っていないということで、あとは区民後見

人制度の周知自体が不足しているのではな

いかというようなことが当時課題とされて

いました。これについては、今あるもの、更

新制度について少しずつ見直すという、段階

的にやっていこうということで、取りあえず

更新時の意向の確認をもう少し詳細に書い

ていただきましょうということで、毎年更新

の様式を見直して対応させていただいてい

ます。それから、リレーについてです。これ

はほかの後見人がついている方、専門職後見

人がついた後、課題がある程度解決した後で

区民後見人のほうにタッチしていただくと

いうことになりますけれども、これについて

もある程度の実績ができています。それから、

法人後見支援員の導入、制度周知活動の参加

等ということで、これについても実施してお

ります。 

 そのほかの養成スケジュールとか、そのも
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のに関しては現行のスケジュールが単年度

ではなくて、複数年度にまたがっていて、し

かも養成にかなりの時間を要しています。そ

ういう関係もあって、いきなり来年から、で

は、このスケジュールでやりましょうという

のがなかなか難しいです。今いる人たちがい

るので、今年からこのスケジュールで変えま

すと言うと、前年度の養成途中の人たちがそ

の日程とかぶってしまうので、これはもっと

長期的に作戦を練っていかないと、解決でき

ないというような案件になっています。こち

らについては来年４月以降、権利擁護センタ

ーとうちが同じ場所に入りますので、そうい

う中で打合せを重ねて今よりもよいスケジ

ュール案というのが出されれば、それをまた

検討していきたいと考えています。 

 その次の後見人に対する課題というのも

その当時出されていまして、後見人自体に対

する苦情というのがうちのほうにも御連絡

をいただいたりしていますけれども、それに

対する対応方法が事実上なく、聞くだけで終

わりになってしまうというような課題があ

りました。あとは、そういう情報を共有でき

ないということです。そういうものがありま

したので、こちらについては、取りあえず現

状は全て記録をしましょうということで、記

録の段階までは出来上がっているというよ

うな状態になっています。それについてどの

ように活用していくかということが課題に

なっているのですけれども、これについても、

来年度４月以降にまた、そういう情報の共有

とかも円滑にできるようになると思います

ので、そういう段階でまた共通したやり方を

考えていきたいというふうに現状では考え

ています。 

 次が冒頭で優先課題だというふうに言わ

せていただきましたチームの問題です。こち

らについては、支援関係者と後見人の間で意

見のすり合わせができていないのではない

かというケースが発生しているということ

とか、あとは後見人がつきましたという段階

で、以前のチームメンバーが、安心だからも

う自分たちは居なくても大丈夫みたいなこ

とで、協力が得られないということ、それか

らチームをどうやって支援するのという仕

組みが明瞭ではないということ、それから特

に障がい者関係につきましては、チーム自体

が形成されていないというようなことが報

告されていました。 

 これについて解決策としては、ここにはと

直接書き漏れているかもしれないですけれ

ども、取りあえず私のほうで関係団体にアン

ケートを取りました。アンケートを取って、

後見制度自体に対することもそうですけれ

ども、かなり各団体の職員間で認識が異なっ

ているということが結果として分かりまし

た。この溝をまず埋めなければ駄目だという

ことになりましたので、これはやはり研修と

か、意見交換会ということで、先ほどの報告

もさせていただいたケアマネジャー向け研

修でそういうお話を差し上げたりとか、あと

は矢頭先生も御参加いただいているネット

ワーク協議会のほうでも意見交換をさせて

いただいたりとか、そういう形で進めてまい

りました。 

 ネットワーク協議会につきましては、やれ

ばやるほど、毎回新しいことが分かってまい

りますので、まだまだこれは回数が足りない

なということで、引き続きやっていきたいと

いうふうに考えています。 

 あとはバックアップ体制。ケアマネジャー

が困ったときは、包括に行ってください。包

括でも解決しなければ、基幹包括で連絡して

ください。それでも駄目なら、中核機関も含

めて一緒に考えますというような流れ、再確

認するということと、あとは困難事例検討会
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の検討シートというものがあるのですけれ

ども、それにチームに関する項目を追加した

ということもございました。これによって現

状、もしかするとまだまだ足りていないとい

うふうに御意見、お叱りをいただくかもしれ

ませんけれども、こちらのほうとしても努力

をしているという状態でございます。 

 その次は協議会というのがございます。協

議会というのはネットワーク協議会のこと

になります。こちらのほうは委員数も限られ

て、職種制度の理解力に偏りがある。開催回

数が少なく、当時１回とか２回しかやってい

なかった。計画していてできなかったという

ふうに聞いています。あとは、裁判所の連携

が取れていないというような課題が寄せら

れました。こちらについては、そのときのテ

ーマに合わせて、臨時の委員をその都度追加

して入れようということで、まずそこからス

タートしました。それから、できるだけ委員

間でもし疑問があれば寄せてくださいとい

うことで、情報交換シートというのを作って

いつでも質問ができるという体制をつくり

ました。それから、具体的事例に基づいた課

題の検討ということを中身に盛り込むよう

にしました。ここには、すみません、私もこ

れを改めて読んでみると、結構書き漏れてい

ますね。これについては実際にこの後、委員

を増やしています。これを策定した後で、ケ

アマネジャーと特養から計２名、委員を追加

しています。さらに来年度については、その

中に福祉まるごと相談課をさらに１名加え

るということで、今協議しているところです。

これについても、どんどんパワーアップして、

今、年３回ということでやっているのが実態

でございます。 

 続いて中核機関です。この当時はまだ中核

機関は何となく出来上がったということで、

どこが何をどういうふうにやるのとかとい

うことが、やっている我々も、名前が変わっ

たけれども、看板が変わったけれども、中身

は今までの延長線上の仕切りでやっていた

というようなことが主な課題になっていた

ので、これについても、定期的な会議や、要

綱の見直しなどを通じて、少しずつそれぞれ

の立場や役割を明確にこれまでしてきてい

るという状態になっています。 

 要綱についても具体的に幾つか助成金の

問題とか、実際に改正したものもあります。

これについて、大きく変わったのは助成金の

話で、かつては区長申立で足立区から外に出

てしまうと、もう対象外ということになって

いたものについては、区長申立のものについ

てはどこへ行っても最後まで足立区で助成

しますという内容に変えたりという、これも

皆さんの御意見を踏まえて改正したものに

なっています。そういう形で常にこちらのほ

うは見直しをして効率のよい体制をつくり

上げるよう努力をしてきております。これに

ついても、引き続きさらに効率化を目指して

やっていきたいというふうに考えています。 

 その次は、事務局です。実際我々の話なの

ですけれども、大小含めてかなりの数の年間

会議をやっておりまして、恐らく年間にやっ

ている数が５０回を超えているのではない

かと思います。５０回を超えるということに

なると、もう毎週１回以上はやっているとい

うことになりますので、忙しくて会議を開催

することが目的になってしまっていたよう

な部分があります。ただやるだけで次から次

へ流すのではなくて、やり方を見直すとか、

中身を効率化して、中身を考えられる体制を

含まなければ駄目ということで、これも記録

様式を変えたりとか、あと、打合せを強化し

たりということで、残念ながら、まだ八杖先

生から何回か御助言いただいたほかの区へ

の自治体聴取がまだできていないのが申し
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訳なく思っているところですけれども、これ

も引き続き来年度以降考えていきたいと考

えています。 

 それから、区長申立についてはその当時、

振り返って見ると、こういう時代だったなと

いう、私、今、読み上げて改めて思うのです

けれども、チェックシートはあるけれども、

形骸化していたとか、あとは後見人がついた

後を想定した処遇の検討内容が不十分だっ

たというようなこと、緊急事務管理の必要性

や内容が精査されていないとか、時間がかか

る。これは後でも議題として出ていますけれ

ども。あとは虐待認定がされていないとか、

そういう課題がありましたけれども、こちら

のほうは八杖先生の御尽力を得まして、私と

しても大分改善されたのではないかという

ふうに認識しています。そのバックグラウン

ドとしてチェックシートも見直しをしまし

たし、役割の明確化とか、まさに八杖先生の

御助言を得て、支援方針の検討を強化したり

とか、緊急事務管理については、権利擁護セ

ンターのほうで再度説明していただいたり

とか、前さばき会議に権利擁護センターが出

ていただいているということも実現してい

ます。 

 それから、提出資料の見直しということで、

これも先ほど申し上げましたけれども、本人

情報シート、任意ですけれども、足立区のほ

うは全部書いてもらうということで今やっ

ていただいています。困難事例検討会の様式

の見直しも終了していますし、あとは時間の

短縮についてはこの後またお話しさせてい

ただきたいと思っています。 

 最後に、区の組織としては、他部署との連

携が不十分ではないかというようなことも

ありまして、それについては、これも先ほど

申し上げましたけれども、職員向けの研修を

昨日実施しております。改めて皆さんに、皆

さん自体がネットワーク、権利擁護支援のネ

ットワークの一員にもう既になっています

よということを改めて認識していただいて、

御協力をお願いしたいということでお話を

させていただきました。それから、もちろん

じぶんノートで連絡先の周知をしておりま

すということで、自分自身も振り返りながら

現状を説明させていただきました。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございました。この

２年余りの流れがよく分かったのではない

かなというふうに思います。 

 御説明をたくさんしていただきましたけ

れども、皆さんのほうで気になったところ、

御質問とか、御意見も構いませんけれども、

あったらお願いしたいとい思いますけれど

も、いかがですか。 

○矢頭副会長 司法書士の矢頭です。 

 協議会のところで私もネットワーク協議

会に参加をさせていただいております。それ

で、参加する側としても少し至らない、課題

だなと思っているところがあって、それはや

はりここで得られた共有すべき情報を自ら

の団体の中で共有できていないというとこ

ろもあります。これは多分、ほかの参加され

ている団体も全てそうなのかなと。つまり、

委員の方々がそこでいろいろ議論して情報

共有して、ああ、よかったで帰って終わりと

いうところが何となく残念のようなことが

あって、我々としても所属する団体の会員に

対して、きちんとフィードバックをしていく

努力をしていかないといけないだろうなと

いう反省をしているところなのであります。 

 でありますが、ただ、文字に起こして、そ

れを共有するべきそういった媒体にのせる

というところも、共有すべき文字を起こす、

そういった情報をつくり上げるという手間

という問題と、その情報も得た人によってま
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たニュアンスも変わってきてしまうという

部分もあることから、この事務局のところに

書かれている課題で記録方法が決まってお

らず、事務局内でも情報共有が不足している

という、まさにこういうところとも共通する

部分かなというふうに思っているところで

す。できることであれば、共有すべき情報を

コンパクトにまとめたものが出来上がり、も

ちろん時間がかかるでしょうけれども、そう

いったものを何らかの形で共有すべきもの、

媒体にそれぞれでのせられたらいいなと。願

わくは、その共有すべき情報というのはクロ

ーズドの中で共有すべきではなく、やはり、

連携ネットワークですから、オープンな情報

として共有できたらいいなというところで、

そういう意味ではホームページでの共有。ホ

ームページのアドレス、在りかを知らせるだ

けで、案内するだけでそういったものが共有

できるということにもなるかなというふう

に思うので、事務局のお仕事を増やしてしま

うような話かもしれないけれども、そういっ

た形での共有ができたら、せっかくの成果で

すので、何かそういった形で成果物をきちん

と残していきたいなというふうに思った次

第です。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。笠尾さ

ん、今のことについては何かございますか。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。 

 ネットワーク協議会については議事録等

の公開について何ら規定がないという状態

になっています。もともとのネットワーク協

議会自体が２次計画の中でうたわれていて、

それに基づいて足立区の場合は過去の三士

会をベースにつくり上げたというふうに聞

いていますけれども、そういう作成の過程の

中で議事録や情報の公開については何ら規

定がないという状態に今はなっています。 

 私のほうとして考えているのは、ネットワ

ーク協議会をどういう位置づけにするかと

いうことを一番初めに考えるときに、先ほど

申し上げたとおり、今各専門職とか、区の職

員、それから介護サービス提供の事業者の意

識とか認識というものを共有できていない

ということがアンケートの結果から分かり

ましたので、できるだけ活発にコミュニケー

ションを取ってその溝を埋めたいという認

識を第一義的に考えて、これまでのネットワ

ーク協議会を進めてまいりました。そういう

上で、逆に記録が公開されるということにな

ると、そこであるいは自由な活発な論議が妨

げられるという可能性もあるのかなという

ようなこともありますので、そういう点に配

慮した上で概略化したものを出すといった

方法については、今後改めて考えていきたい

なというふうに考えています。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 確かに御指摘のところはあると思います

けれども、例えば、この審査会の議事録がそ

のまま逐語で公開されていて、かと言って何

か発言に気をつけているかというと、そうで

もなくて、申し上げたいことをみんな自由に

申し上げているような気もするので、あまり

心配しなくても、一応出すときに確認だけし

てもらえば、大丈夫なのではないかなと思い

ました。ありがとうございます。 

 ほか、いかがですか。 

○大輪委員 苦情対応のところについてで

すが、やはり今、苦情対応については中核機

関の役割と求められているところもあるか

なと思っておりまして、先ほど言いましたよ

うにチーム支援、チームの自立支援を助けて

いくということも、この苦情解決の解決方法

と言われているところでございますので、こ
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の位置づけ、後見人のところ、地域連携ネッ

トワークのところにも書かれてございます

が、改めてもう１つ、中核機関の役割として

の位置づけにも連携はもちろんですけれど

も、そういうつなぐ窓口としてそういった役

割も担っていただけるといいのかなという

ふうに考えております。 

 私からの希望的意見でございます。 

○八杖会長 ありがとうございます。よろし

いですか。 

○笠尾権利擁護推進係長 はい。 

○八杖会長 ほか、いかがですか。 

 この課題と目標を作るときに、私と事務局

とで一悶着があって、区の正式なものを作る

はずだったのではないかみたいなことで、議

論をしたような記憶がありますが、正式なも

のではないものの、やはりこの課題と目標と

いうのを作っていただけて、非常によかった

なというのは今率直な感想でございます。こ

うやって見える化することによって、何をし

ていかなければいけないのかとか、そういっ

たことがよく分かるようになると思います

ので、ぜひこれを続けていただければなとい

うふうに思いました。 

 ２年半ぐらい前と比較すると、一つキーワ

ード的なもので増えたなと思っているのが

今、身寄りのない方関係が当時はあまりそん

なに議論がなかったのですけれども、今は国

も挙げてものすごく議論されている形があ

るので、その視点で一つ見直すところがない

かというのを見ていただけるといいのかな

と思ったのと、あとは、今、笠尾さんとして

の推進してきた方からの評価としてお話を

いただきましたが、各所管のほうでどんな感

じになっているのかというのがまた違う評

価があるのではないかなと思っていて、そこ

をぜひ知りたいなというふうに思いました。

ですので、もしお願いができるのであれば、

この２年半ぐらい取り組んできたことが各

所管でどんな感じになっているのかという

ところを一度何かアンケートでも構いませ

んから、意見集約していただくと、また見え

ないものが見えてきたりするのかなという

ふうに思ったので、ぜひ、これもお願いごと

になりますが、していただければというふう

に考えております。 

 あとは、これ、今後どうしていくかですよ

ね。ずっと見直しして、課題と目標でずっと

やっていくことでいいのかなとは思います

けれども、どこかで一度、今ちょうど国のほ

うも第２期の計画の中間評価の取りまとめ

をしているように聞いていますので、今の笠

尾さんのお話と各所管で御検討いただくと

いうことで、その評価としていいのかなとい

うふうに思いますけれども、今後どうしてい

くのかということも含めて少し御検討をい

ただければというふうに思っています。 

 やはり行政機関は人がどんどん変わって

いってしまうので、こういったものがないと、

みんなが共有できるものがなくなってきて

しまいますので、ぜひこれを引き続き充実し

ていったものにしていただければというふ

うに感じた次第です。 

 ほか、御意見、御質問等、よろしいですか。 

 では、次の議題に参りたいと思います。次

が、今の話とも関連するというお話でしたが、

困難事例検討会から審判までの平均所要日

数について、こちらの御説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。資料５をお願いいたします。 

 申し訳ありません。初めに数字の修正をお

願いしたいのですけれども、上から３番目の

表の一番右の表に令和６年４月から令和６

年１２月（審判）という表があると思います。

そこの表の全というところです。色が濃くな
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っている全というところ、２６というふうに

あります。その下の数字３つを修正していた

だきたいと思います。一番上の９２.４と書

いているところの数字が修正して９４.４に

なります。２段目の１４.３と書かれている

数字が修正して１２.６、最後の１０６.７と

いうところが修正して１０７.７ということ

で、大変申し訳ありませんけれども、修正を

お願いいたします。 

 こちらの表は前回の制度審査会でも配付

をさせていただいた表でございますけれど

も、前回は９月末の段階のものを掲載してお

りましたが、今回は１２月末までの数字を拾

ったものになっています。 

 改めて説明しますと、区長申立案件につき

まして、検討会にかかったところから裁判所

の審判が下りるまでどれぐらい日数がかか

っているのかというのを示した表になって

います。その数字を出すに当たっては、職種

ごと、弁護士、社会福祉士、司法書士、区民

後見人の別に集計を取っております。①につ

いては区長申立の困難事例検討会という一

番初めの会議があるのですけれども、そこか

ら実際に裁判所に申立をするまでの平均日

数を取ったものでございます。その次、②と

いうのはその裁判所の中で申立をしてから

審判、裁判所の決定までに要した日数という

ことになっております。３番目のほうは、そ

の①と②を足した全てのトータル日数とい

う形になっています。そちらのほうも前回御

説明申し上げて、３段目の今修正していただ

いた右側の表には最新の令和６年度４月か

ら１２月までの数字の平均が出してありま

すけれども、この数字が過去一番短いという

ことになっていますので、これは前回も申し

上げましたけれども、我々の取組の成果とし

てこの数字が導き出されたというふうに御

説明差し上げたところです。 

 その下の参考１というのは、上の表は鑑定

を実施しなかった場合の経過の表になって

いますので、では、これに対して鑑定がある

場合はどれぐらい日数がかかっているのか、

これも令和６年度の分は１２月までの数字

をリニューアルしてございますので、若干前

回とは数字が異なっておりますけれども、そ

れでも１７４.４ということなので、全体の

表の１０７.７と比べると、７０日弱は増え

ているというような計算になります。ですの

で、鑑定に入ると、これだけ余分に日数がか

かるということで、鑑定に入るということは、

診断書の内容に疑義がある。あとは、裁判官

の調査の結果、疑義が生じるということにな

りますので、先ほど申し上げた、本人情報シ

ートを適切に使うことによって、ある程度そ

れを防ぐことができるのではないかという

ふうに想定されます。 

 ですから、この期間を短縮するということ

の方策の一つとしては、この鑑定ありの場合

はこんなに日数が増えてしまうわけですか

ら、鑑定を減らすためにはどうすればいいの

かというのをまず考えるのが一つの方法に

なるのかなというふうに考えています。その

ためには、先ほどの本人情報シートを適切に

使うとか、あるいは事前の見立てですね、そ

ういうものについて、もう少し詳しく上述す

るということをやっていくことが一つ考え

られるなということです。 

 参考２については、時間短縮とは関係はな

いのですけれども、これだけ時間がかかりま

すと、途中でお亡くなりになってしまう方が

一定数発生するというのが現状としてござ

います。その割合について示したものになっ

ています。こちらを見ると、一番高い年では

令和３年度の２３.３％ということになって

いますけれども、そのほかについてはおおむ

ね１０％前後で推移しているということで、
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ですから１０人に１人は申立の手続途中で

お亡くなりになってしまっているというこ

とがありますので、これを踏まえましても、

できる限り時間短縮を図る必要があるので

はないかというふうに考えています。 

 参考３については緊急事務管理の関係の

数字でございます。この時間短縮については、

早速前回の庁内の推進連絡会議で提案させ

ていただいたところ、権利擁護センターのほ

うからぜひこの数字を出してほしいという

リクエストをいただきましたので、それに基

づいて集計をさせていただいたものです。 

 あらかじめお断りしておきたいのは、緊急

事務管理をやるから、これだけの日数がかか

ったということが、必ずしも言えるとは限ら

ないということです。緊急事務管理をやって

いなくても、これだけ時間がかかったという

可能性があります。中には診断書を取るのに

非常に時間がかかってしまうケースとか、必

要な書類がそろわなくて、長くかかるという

ことは、それはどのケースにでも存在するこ

となので、ですから、これだけの日数がかか

ってしまっている原因が必ずしも緊急事務

管理に起因するかどうかは、この表からは断

言はできません。ただ、この項目で緊急事務

管理をやっていた案件がほかの案件と比較

してどうなのかというのを比べたところ、こ

ういう結果が出たということです。ただ、母

数自体が１３、９、１５、７、４件という形

なので、非常に母数が少ないですから、一つ

でもさっき申し上げたような書類の取得に

時間がかかるようなものがあれば、それに大

きく足を引っ張られるという可能性があり

ますので、あくまでも参考という形になりま

す。単純にこの表を信じるのであれば、緊急

事務管理の手続にどこかもう少し簡略化で

きるところはないのかを探るというのも一

つの方法になるかと思います。 

 このテーマにつきましては、引き続き皆さ

んと協議して、いろいろな数字を出してみて、

いろいろな検討をしてみるということが必

要なのかなというふうに考えています。この

数字が直接何かの役に立たなくても、この数

字を出すことによってやはりみんなの意識

が日数にも及ぶということにもつながると

思いますので、何らかの形でこういう数字に

ついては、引き続きオープンにしていったほ

うが今後、効率化につながっていくのではな

いかと考えています。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございました。 

 今御説明いただいた経過日数の関係です

が、委員の先生方、御質問、御意見があった

らお願いします。 

 よろしいですか。本当にこれ、数字化する

と、よく分かりますね。私も同じような後見

関係の業務をやっていますけれども、何とな

く自分の感覚でやっていて、これ、時間かか

っているなとか、今回早くできたなと思うこ

ともあるのですけれども、エビデンスが何も

ないのです。それと比較すると、やはりこれ

だけこうだというふうに言われると、非常に

説得力もあると思いますし、特に効率化を進

めていくという意味では大きな指標にもな

るように思いましたので、ぜひこれは継続し

ていただきたいなというのが私の意見でご

ざいます。 

 ほか、先生方、よろしいですか。 

○髙木委員 公証人の髙木です。 

 これ、母数がそんなに多くないので正確に

は分からないのですけれども、表の右の令和

３年、令和５年、今年度とかで区民後見人の

場合は、１３６、１０８、７７日と格段に減

っています。あとのところの職種については

それほど大きな差がないと思うのですが、こ

の辺についてはどういう経緯なのでしょう
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か。 

○平権利擁護センターあだち課長 区民後

見人でやっていただくときには、事前に私た

ち職員が区民後見人で大丈夫かどうかや、御

本人だとかの確認と、あと、候補者を決めて

一緒に事前に顔合わせをして、結構丁寧にさ

せていただいている部分があるので、それで

少し時間がかかっているのかなというふう

には思ったのですけれども、でも、今年に限

ってはすごく早いところもあるので、そうと

も言いきれないのかなとも思いました。今も

区民後見人でやっているケースはあるので

すけれども、途中で入院とかが入ってしまう

と、どうしてもその期間、申立ができなくな

ったりするので、そういうふうなところで伸

びたり、いろいろ状況が変わったりというこ

となのではないかなと思います。 

○八杖会長 やはり母数が少な過ぎます。な

ので、少し評価は難しいかなというふうに思

ったので、来年以降、５０ぐらいでしていた

だけると、評価しやすくなるのではないかな

と思います。ありがとうございました。 

○大輪委員 感想でございます。 

 前回も申し上げたかと思いますが、全国平

均では司法書士の専門職が多い中で、社会福

祉士が多くなっているというのが、この足立

区の案件の特徴かなというふうに改めて読

ませていただきました。 

 特に令和６年に関しては日数というとこ

ろでも、ブロック化をさせていただいたので、

その分の数字の短縮というのが読み込める

のかなというふうに思いまして、改めて当会

のほうにフィードバックを、足立区のほうか

らもしていただけると、みんな頑張ってこの

成果を評価できるのかなというふうに思い

ました。ありがとうございます。 

○八杖会長 これはさっきのネットワーク

協議会での提供資料にもちろんなりますよ

ね。各専門職みんな参加していると思います

から、それを通じて各会に持ち帰って、先ほ

ど矢頭先生のほうからもフィードバックと

いう話があったかと思いますので、そのツー

ルには確かによろしいのかなと。 

○大輪委員 よろしくお願いします。頑張り

がいがあります。 

○八杖会長 ほか、ございますか。 

○矢頭副会長 これ、区長申立における検討

会から申立の部分、ここが一番区として短縮

するのが重要なポイントということですよ

ね。というのは、②の申立から審判、これは

もう家庭裁判所の仕事ですから、これはいか

んともし難いと。ということは①をどうして

いくかというところだと思うのですが、もう

１つ、①としては問題が顕在化してから申立

に至るまでの短縮という意識も必要かなと。

そういう意味において、問題の顕在化したの

を、起点を把握するというのはかなり難しい

かもしれませんけれども、そこから申立に至

ったのがどうだったのか。検討会の上がるタ

イミングというのがどういった形なのかと

いうのは、多分地域包括で問題を捉えてそれ

を上げるという、その過程においても少し見

てみたいなという気はしましたので、可能で

あれば、追っていただけるとありがたいと思

います。 

○八杖会長 いかがでしょうか。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。これは非常に起点が難しいので

す。困難事例検討会であれば、起点がもう明

らかで、公式記録に残り、簡単なのですけれ

ども、なぜ難しいのが分かるかというと、冒

頭の資料１－２で発見の理由という統計を

取っています。これを判別するのは実は結構

難しいのです。ずっと遡って記録を読んでい

くのですけれども、令和６年５月に何があっ

たというところを見て、ああ、ここが起点だ
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というようなことをやるのですけれども、そ

この起点を客観的な判断で統一することが

非常に難しいということです。発見したけれ

ども、実際に手続に及ぶのは結構かかってい

て、では、手続はどこなのか、曖昧な記録も

あったりする中で、客観的な指標が出しづら

いという点があるので、検討させていただき

たいです。ただ、もう一つ、もし出せる指標

があるとすると、この高齢のものについては、

困難事例検討会の前に前さばき会議という

のをやっていますので、それを指標と取るの

は可能です。ただそれはおよそ１か月ぐらい

前なので、プラス３０日というような指標に

なってしまい、あまり面白みがある指標では

ないかなと考えています。一応、そういう状

況にあることを御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 報告書式などの工夫とか、何かそのような

ことでできることもあるかもしれないので、

そこは引き続き御検討をお願いしたいと思

います。 

 あと、矢頭先生が言われた②のところは申

立から審判は確かに家庭裁判所の問題なの

ですが、よく診断書がきちんとしているかと

か、候補者がそろっているかとかで、そこで

左右される数字にもなるので、そこは自治体

がどれだけ努力したかで短縮が可能な数字

だということを考えると、これもまた結構重

要なのかなと私自身は思いました。ですので、

引き続き、ここも短い期間で今までどおり、

今の調子で行けるように御尽力いただきた

いというふうに思いました。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。日数については多分担当係員の

小林のほうが言いたいことがあるのではな

いかなと思います。実は今おっしゃった審判

までの日数をなぜ別に設けているかという

と、我々としてはきちんと提出しているのに、

何で審判が出ないのか、という事例があまり

にも多いという印象を持っています。中には

裁判所の担当が忘れていたというのもあり

ました。何も理由がないのにずっと審判が下

りないものが結構あったりとかして、我々の

範疇ではないところで日数がかかっている

ものがあるというのを数字で明らかにした

かったということです。この表を見ると、年

度ごとに結構違いがあることが分かると思

います。そういうことで、裁判所のほうも担

当によって結構むらがあったり、やり直しが

あったりというようなケースがありますの

で、担当としてはそういう捉え方をしていま

す。 

 以上です。 

○八杖会長 今のお話を伺うと、この情報は

裁判所にもフィードバックをしていく必要

があるのかなというふうに思いました。 

 私は複数の自治体に関与しているのです

が、どの自治体でもこれがあると、何かすご

くよくなるのかなという気もいたしました。

ほかの自治体にも御紹介する機会があった

ら、していただけるとありがたいかなという

ふうにも思いますので、引き続きお願いした

いと思います。 

○大輪委員 この鑑定のところなのですけ

れども、付票ありとなしではやはり全然時間

が違うのではないかなと思います。なので、

この付票をきちんと書いていただける先生

のところ依頼をするということがとても大

事なのかなというふうに思いました。 

○八杖会長 アドバイスありがとうござい

ます。確かに。ですから、先ほどもあった医

療機関との連携というか、そこの大きなテー

マにもなっていて、いかにきちんとした診断

書を一発でというのは少しあれですけれど
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も、付票も含めて作っていただくというとこ

ろができるようになると、非常にスムーズに

なってくるのかなと思いました。身寄りのな

い方ともしいろいろな意見交換とかをする

のであれば、そういったことも課題、テーマ

として意見交換していただけるとありがた

いかなというふうに思いました。 

 では、時間の関係もございますので、今の

議案は以上とさせていただきます。 

 議題６は個別案件になりますので、これ以

降は個別案件審査のため、傍聴人の方は、大

変恐れ入りますが、御退室をお願いしたいと

思います。申し訳ございません。 

 

（傍聴者退室） 

（議題６の質疑は非公開） 

 

○八杖会長 では、議題７、その他について

です。何かございますでしょうか。 

○笠尾権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の笠尾です。 

 その他としては、今審査した方の次の年度

の区民後見人の応募がもう既に始まってお

ります。現状で初回の説明会に９名参加があ

りまして、作文の提出を今受けているところ

ですけれども、それが４名、作文まで通過し

ております。今後、作文の審査と、あとは足

立区の管理職による面接を経て、合格者につ

いてはまた４月か５月から権利擁護センタ

ーで新たに養成をしていただくという段取

りになっています。 

 それから、すこやかプラザあだちへの移転

の話については、これはもう再三御案内をし

ているところですけれども、正式に今年の４

月２１日から足立区江北、こちらのほうです

こやかプラザあだちというところに権利擁

護推進係を含め移転します。権利擁護センタ

ーあだちと基幹包括もあわせてそちらのほ

うに移転して一緒に仕事をするという形に

なっています。それに合わせまして、そちら

は研修室の環境も整っているということに

なりますので、会議等については原則的にそ

ちらで開催するということを想定しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、ネットワーク協議会、前回、そ

れもまた非常に有意義な時間でございまし

て、いつもは終わったケースの事後的な意見

交換というのをやっていたのですけれども、

今回はたまたま時期がピンポイントに合っ

たということもありまして、本当に現在困っ

ている案件、概要で言いますと、知的とボー

ダーの４兄弟の成年後見、区長申立をどうし

たらいいのかということで、現在は全て同居

しているけれども、中には１人独立を密かに

考えている方がいたりする中で、後見人をそ

れぞれ、例えば全員同じ人で充てるのかとか、

それぞれ別個でつけるべきなのか、それぞれ

利用者によっては女性がいいとか男性がい

いとかという好みもあったりして、いろいろ

複雑な状況、それとともに父親からの経済的

虐待が疑われるという状況の中でどのよう

に後見人を決めるべきか、非常に担当のほう

から悩ましいということで、リアルタイムで

ネットワーク協議会にかけて皆さんから御

意見を伺いました。 

 そういう中で全員に複数後見で３人つけ

るというご意見もありました。 

○八杖会長 複数。 

○笠尾権利擁護推進係長 それから、同じ３

名で全員で複数後見をつけるというような

案も出たりして、非常に貴重な意見が出たり

ということがございました。毎回ネットワー

ク協議会については、そこで分かる新たな情

報がいろいろあったりして、本当にありがた

いということで来年度以降も引き続きやら

せていただきたいと考えています。 
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 最後になりますけれども、次回、今、会議

室が、研修室が整っていると言いましたけれ

ども、既に前もって予約をしていなければ駄

目だということなので、一応仮という形で今

年度の日程を参考にして、こちらの日程も今、

ここの会場を押さえているということの連

絡でございます。これで皆さんの御都合がよ

ろしければ、それにこしたことはないのです

けれども、無理なようでしたら、また再調整

して、会議室の予約をし直して対応するとい

う形を取らせていただきます。取りあえず、

今、仮に会場を取っていますという日程をこ

ちらのほうに記載させていただきました。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。我々の

任期はまだ、次年度も。 

○笠尾権利擁護推進係長 来年までになっ

ています。 

○八杖会長 継続ですか。であれば、７月１

８日というのは皆さん、どうですか。 

○髙木委員 オーケーです。 

○八杖会長 大丈夫ですか。私も今のところ

大丈夫です。 

○大輪委員 大丈夫です。 

○八杖会長 大丈夫ですか。では、皆さん、

大丈夫なようなので。 

○笠尾権利擁護推進係長 それはありがと

うございます。 

○八杖会長 ７月１８日の２時からという

ことでお願いできればと思います。 

 今御報告いただいた内容について何かご

ざいますか。よろしいですか。 

 では、事務局のほうにマイクをお戻しした

いと思います。よろしくお願いします。 

○瀬崎医療介護連携課長 では、以上をもち

まして本日の審査会は終了となります。 

 個別案件資料はそのまま机の上に置いて

いく形でよろしくお願いいたします。 

 また、議事録につきましては、事務局で作

成しまして委員の皆様方に確認させていた

だきますので、御協力のほど、よろしくお願

いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

 

（ 閉 会 ） 


